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本日の内容
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（１）年度別労働相談件数（建設業）

（２）内容別労働相談件数（建設業）

（１）賃金に係る紛争

（２）時間外労働に係る紛争

（３）年次有給休暇に係る紛争

• 発注者への働きかけ

• その他

１．建設業における労働相談の状況

２．具体的な紛争事例

３．「働き方改革」の実現に向けて



１．建設業における労働相談の状況
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（１）年度別労働相談件数
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年度別労働相談件数（建設業）

1.6倍に増加

• 建設業における労働相談は、平成30年度

以降、令和5年度まで増加。

• 令和６年度は前年度から減少したものの

この10年で、2番目の多さ（平成30年度

の1.6倍）。

• 他業種と比較しても、増加率は高い（他

業種でも同時期の労働相談件数は増加し

ているが、1.3倍程度）
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内容別労働相談件数（建設業）
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令和6年度

（２）相談内容別労働相談件数

• 過去５年の相談内容別の件数を見ると、

時間外労働、賃金不払、年次有給休暇の

順に多くなっている。

• 年次有給休暇は毎年増加しており、労働

者の権利意識の高まりが影響している可

能性がある。



２．具体的な紛争事例
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入社の際に社長と面談し、仕事の内容や賃金額について説明を受けた。

建設業で働くのは初めてで不安もあったが、仕事内容や賃金額（日給12,000
円）を聞き、納得して翌日から働き始めた。

実際に働き始めたところ、思っていたより仕事がきつかったので、早めにやめ
た方が良いと考え、社長に相談して、最初の賃金締切日である月末で退職した。

その後、賃金が振り込まれたが、日給12,000円と聞いていたのに、10,000円
で計算されていた。社長に日給12,000円ではないのか電話で確認したところ、
１か月も働いてないのに、日給12,000円で支払える訳がない。日給10,000円
で十分だろうと言って、約束どおり支払ってくれない。

当初聞いていた日給12,000円を支払ってほしい。

紛争事例（１） 賃金に係る紛争

①労働者Ａの主張



２．具体的な紛争事例
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労働者Ａには賃金額等の労働条件は口頭で伝えている。書面では出していない。

賃金は、通常日給12,000円だが、Ａは建設業の経験もなかったし、仕事が続く
かも分からなかったので、最初の1か月は試用期間で日給は10,000円と伝えて
いた。

Ａは案の定、すぐに退職を申し出てきて、一週間働いただけで退職した。

一週間分の賃金を日給10,000円で計算して支払ったところ、Ａは聞いていた話
と違うと電話で不満を言ってきた。そのため「経験もないのに、日給12,000円
で支払える訳がない。最初の１か月は日給10,000円と説明したし、大した仕事
はしていないのだから、日給10,000円で十分だろう」という話をした。

②事業場の主張

紛争事例（１） 賃金に係る紛争



２．具体的な紛争事例
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○ 労働契約は口頭でも有効。しかし、書面がない場合、労使紛争となると、どのような

契約内容であったのかの事実確認は困難。

○ 労基法15条は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間、

その他の労働条件は、原則として書面（労働条件通知書）により明示しなければなら

ない。」と定めている。

→労働条件通知書に「試用期間は○月○日から〇月〇日まで。試用期間中の賃金は

日給10,000円とする。」と明記し、交付する。

• 今まで紛争になったことがないからと書面を出さないのはＮＧ

• 法律では、細かい点まで書面での明示を求めていることに留意

（※）明示しなければいけない事項として、

賃金…基本給、手当の額（算出方法）、締日・支払日

労働時間…始業・終業時刻、休憩時間、所定残業の有無

その他の労働条件…労働契約の期間、就業の場所、従事すべき業務 など。

詳細は参考資料（労働条件通知通知書）参照 ）

問題点

労働者Ａとの間で、試用期間中の賃金額は日給10,000円であるという雇用契約が

締結されていたのか明確でない。



２．具体的な紛争事例
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２．具体的な紛争事例
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残業代は出ているのだが、会社にはタイムカードはないし、給与明細にも何時
間残業したか書いていないので、何時間分の残業として支払われた残業代なの
か良く分からない。

ただ、自分は出勤、退勤時に妻にLINEをしているので、それから概ねの出勤、
退勤時間を出して、残業代を計算してみたら、支払われていた残業代では全く
足りない。不足している残業代を払わせてほしい。

残業時間は、現場の職長から日報に残業した時間数を記載し報告してもらって
いる。それを元に能力毎に１時間1,000円～1,500円で計算して支払っている。

タイムカードは事務所においても、現場に直行することも多いし、打刻できな
いから意味がないと思って使っていない。

紛争事例（２） 時間外労働に係る紛争

①労働者Ｂの主張

②事業場の主張



２．具体的な紛争事例
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○ 使用者には、労働者の労働時間を適切に管理する義務がある。（安衛法66条の８の３、

労働時間適正把握ガイドライン）

• 労働時間は、原則として客観的な方法で管理しなければならない。

• 管理するに当たっては、時間外労働を行った時間数だけでなく、始業時刻～終業時

刻を管理する必要がある。

→職長（管理者）が現認し、始業～終業時刻を把握して記録することも不可ではな

いが、客観性という観点からは、タイムカード等により管理することが望ましい。

→現場に直行直帰する場合を勘案し、勤怠システムアプリの導入も検討の価値はあ

る。

どのような時間管理方法を行うにしても、管理者、労働者に正しく記録することを

教育、指導するとともに、定期的に記録している時間が実態を反映しているか調査

を行うべき。

問題点①

労働者Ｂが労働していた時間を管理していたのは、職長が記載した日報の時間外

労働の時間数のみであり、始業、終業時刻は不明で、客観性に乏しい。



２．具体的な紛争事例
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◯ 時間外労働に対する割増賃金は、

①  通常の労働時間の賃金の25%以上の率で計算した額

② 時間外労働が１箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の

労働については、通常の労働時間の賃金の50％以上の率で計算した額

を支払わなければならない。（労基法37条）

◯ 残業手当（割増賃金）の計算で誤りが多いのは、次の３点。

①残業時間のカウント誤り

そもそも時間外労働となるのは・・・

• １日８時間を超えた時間

• １週40時間を超えた時間（原則日曜日か

 らの一週間で確認する）

→月曜日～土曜日までの各日で８時間勤務を

した場合、土曜日の勤務は週40時間を超えるため、8時間すべてが時間外労働となる。

この土曜日の勤務に、通常の日給分しか支払っていないと、割増賃金の不払いとなる。

問題点②

残業手当（割増賃金）の計算方法が誤っている。

月曜日から金曜日までは
８時間／１日×５日間＝40時間となり、

週40時間以内に収まります。

月曜日から金曜日までの勤務で週40時間に
達するため、土曜日の８時間勤務について
は、すべて時間外労働として取り扱うこと

になります。



２．具体的な紛争事例
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②１時間当たりの単価の算出誤り（所定労働時間で割っていない）

１時間当たりの単価の算出方法

• 日給の場合：日給÷１日の所定労働時間

• 月給の場合：月給÷年間の月平均所定労働時間

月平均所定労働時間の算出方法

（365日－年間の所定休日日数）÷12

③１時間当たりの単価の算出誤り（各種手当を含めていない）

• 割増賃金の算定基礎に含めなくても良い手当は、

ア．通勤手当 イ．家族手当 ウ．住宅手当 等

と限られており、それ以外は算定基礎に含める必要がある。

→例えば、職務に応じて支払われる職務手当は、算定基礎に含めなければならず、

日給制の者に、月額で職務手当を支払っている場合は、日給については、1日

の所定労働時間、職務手当については月平均所定労働時間で割って、時間単価

を算出しなければならない。

問題点②



２．具体的な紛争事例
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よくある質問① 残業する場合の36協定ってどうするの？

（１）原則（労基法32・35条）

① １日８時間以内 週４０時間以内
② 毎週少なくとも１回の休日 残業はあくまで例外

（２）残業や休日労働をするときは・・・（労基法36条）

• 時間外・休日労働に関する協定（３６協定）の締結と所轄監督署長への届出が必要
• 協定には、残業の上限（日、月、年で最大で何時間残業をするか）等を定める

協定で定めた範囲内で、残業や休日労働ができる。

（３）協定で定められる残業の上限は？

• 原則の協定時間の上限 → 月45時間 年360時間
• ただし、この時間を超えて労働させる特別な事情（臨時的なものに限る。年6回まで）が

ある場合は、さらに延長することができる。（特別条項）
特別条項の延長時間の上限

休日労働も含めて、１か月 100H未満
２～６か月を平均して 80H以下

時間外労働のみで 年720H以下

災害の復旧・復興の事業の場合は、１か月

100Ｈ未満、２～６か月平均80Ｈ以下の

規制は、適用無し。



２．具体的な紛争事例
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電子申請様式作成支援ツールを利用可能
「スタートアップ労働条件」で検索

（４）３６協定の様式は？

①災害の復旧・復興の事業に該当しない
特別条項を使わない ９号
特別条項を使う  ９号の２

②災害の復旧・復興の事業に該当する
特別条項を使わない ９号の３の２
特別条項を使う ９号の３の３

様式は、参考資料を確認してください。

よくある質問① 残業する場合の36協定ってどうするの？



２．具体的な紛争事例
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よくある質問② 現場までの移動時間って労働時間？

○労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」
とされている。

三菱重工長崎造船所事件（平成12年３月9日最高裁判決）
労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の
労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価すること
ができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのい
かんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。

◯ 待ち合わせ場所への集合が、使用者から義務付けられていたといえ
る場合、労働時間と判断される。

例えば、毎朝事業場に集合させ、社有車への同乗を指示し、車内で打合せを行い、
現場まで移動する場合は、移動時間全てが労働時間と判断される可能性が高い。
→移動時間を「労働時間ではない」とするには、直行直帰を認め、会社への集

合、社有車への同乗は任意とする。あわせてその旨労働者に周知すべき（口

頭で伝えるだけでなく、労働条件通知書に記載する、服務規律として社内に

掲示する等周知した事実が残るようにした方がよい）。



２．具体的な紛争事例
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今般退職することになったので、「今まで使ったことがなかった有給休暇を退
職前に使えないか」と社長に尋ねたところ、「退職前に何日間も連続して休む
なんて、仕事が回らなくなるではないか」「そもそも有給休暇は月給者の制度
で、日給者は一日働いて、賃金がいくらと決まっているのだから、有給休暇な
んてない」と言われた。

日給者には有給休暇はないのか。

有給休暇は聞いたことはあるが、今まで労働者が取ったことはないし、どうす
ればいいか分からないので、Ｃには有給休暇はないと話をした。

そもそも、Ｃに退職されることだけでも大変なのに、退職間際に連続して休ま
れては、仕事が回らないし、仕事には最後まで来てほしい。

紛争事例（３） 年次有給休暇に関する紛争

②事業場の主張

①労働者Ｃの主張



２．具体的な紛争事例
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問題点①

年次有給休暇を労働者に与えていない。

継続勤務年数 ６か月
１年
６か月

２年
６か月

３年
６か月

４年
６か月

５年
６か月

６年
６か月以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

労働基準法において、労働者が、

１．雇入れの日から６か月継続して雇われている

２．全労働日の８割以上を出勤している

この２点を満たした場合、
年次有給休暇が発生。

① 原則となる付与日数 （対象：週５日（年217日）以上又は週30時間以上 労働する者）



２．具体的な紛争事例
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問題点①

② パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数
● パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日

数は所定労働日数に応じて比例付与されます。

● 比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数

が４日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。

※ １日の労働時間が短くても、労働日数が5日以上なら原則的な付与日数となる。

※ 週１日勤務の労働者にも、有給休暇は発生する。



２．具体的な紛争事例
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よくある質問 年次有給休暇は取らせないといけないの？

（１）付与時の原則

① 時季変更権が認められるのは、裁判例を見ても限定的。
② 退職日直前の請求に対しては、年次有給休暇取得日を変更する日

がないため、時季変更権の行使はできない。

• 年次有給休暇は、本人が請求する時季に付与しなければならない。（時季指定権）
（労基法39条５項）

• ただし、事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることが
できる。（時季変更権）（労基法39条５項但書き）

（２）年５日の時季指定義務

• 有給休暇が10日以上付与される労働者については、年５日間は必ず年次有給休暇を取
得させなければならない。（労基法39条７項）

• 原則的な付与日数の者はもちろん、比例付与の対象者であっても、継続年数によって、
10日以上付与される者（前ページの表の灰色の部分）は、年5日の時季指定義務の対
象となる。



２．具体的な紛争事例
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２．具体的な紛争事例
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• 本様式の電子データは、参考資料に添付していますのでご活用ください。



２．具体的な紛争事例
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２．具体的な紛争事例
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３．働き方改革の実現に向けて

⚫建設業では週休２日が十分に確保できていない工事もまだ見

受けられることから、これを改善するための取組が業界全体

で進められていること。

⚫著しく短い工期が設定されると、土日も働かざるをえなくな

り、長時間労働につながってしまうため、工事の発注、受注

に当たっては、働く方の休日数も考慮した工期の設定をお願

いしたいこと。

⚫また、不当に低い金額で契約が締結されると、建設業で働く

方の処遇改善も難しくなることから、工事を発注するときも、

受注するときも、働く方のことも考えて、適切な金額での契

約をお願いしたいこと。
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（働き方改革ＰＲ動画） 働き方改革ＰＲ動画のポイント

適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者（下請

負人を含む）が考慮すべき事項をまとめた「工期に関する基

準」（令和６年３月改定）もご確認ください。

（工期に関する基準）

また、令和６年６月に改正された建設業法（公布から１年６

月以内に施行）によって、

• これまで発注者に対してのみ禁止されていた工期ダンピン

グが、新たに受注者にも禁止される

• 新たに「労務費の基準」が設けられ、これを著しく下回る

契約が禁止される

ことにもご留意ください。

（改正建設業法（第三次担い手三法））

⚫ 建設業の働き方改革の実現のため、厚生労働省では、国土交通省と連携して働き方改革ＰＲ動画を通じて発注者に向けて適

正な工期設定等を呼びかけている。

⚫ 工事の受注者の立場からも、長時間労働や週休２日の確保が難しいような工事を行うことを前提とする、著しく短い工期で

の見積もりや請負契約の締結（工期ダンピング）を行わないようにしてください。
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たしかめたん

「働き方改革」は、

「魅力ある職場づくり」の実現による

 生産性向上、人手不足解消のチャンス！

関 係 情 報 は こ ち ら の ウ ェ ブ サ イ ト で 発 信 し て い ま す 。

生 産 性 の 向 上 に 向 け て 、 働 き 方 改 革 推 進 支 援 セ ン タ ー

も 是 非 ご 利 用 く だ さ い ！

（厚生労働省ウェブサイト） （特設サイト「はたらきかたススメ」）

（働き方改革特設サイト）

３．働き方改革の実現に向けて

本日の説明についてのご質問は、

大津労働基準監督署（０７７－５２２－６６１６）
担当：幸坂（こうさか）

まで、お問い合わせください。
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